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１． 開　　　　　題

　１９８０年代にいちだんと厳しい対立を深める世界市場において ，国家独占資本

主義は規制，規制緩和，再規制による危機対応をすすめている 。そのもとで構

造調整の名のもとに新たな国家独占的規制によ ，る産業合理化が強行される 。こ

の産業合理化が労働者にあたえる影響を明らかにすること ，これが本稿の課題
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であり ，しかもその影響を把握するための分析的枠組みを確認することである 。

　ところてこうした課題を解明するにあた って ，確認すへき点が３点ある 。

　第１の点は，１９７０年代末から１９８０年代初頭を境としてひとつの新しい階梯と

して認識することである 。この認識は，第二次世界大戦後の復興期をへて相対

的安定期を実現させたケイ■ス 的政策の破綻の現れとしてスタクフレー！ヨ！

か進行し ，その後の低成長時代の幕開けのもとで ，１９７０年代末から１９８０年代初

頭の時期か新しい階梯をなすということである 。世界の資本主義は，スタクフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
レーショソ を経験して ，国際金融の場では政策転換がはじまっ た。 はかばかし

い景気回復を見ないままに昂進するイソフレーションヘの対策として，信用と

通貨の総量管理政策がとられるようにな った。それはまた，ドルの世界貨幣と

しての地位後退が為替の変動相場制への移行を余儀なくし ，新しい物価基準に

もとづく価格体系の成立を要請したこと ，ひいては世界市場の対立を抑えるた

めに不可欠とな った政策転換であ った。この政策転換からすれは，１９７４ ・５年

は新しい段階の開始といわねばならない。それにもかかわらず１９７０年代末ない

し１９８０年代初頭の時期が新しい階梯をなすということは，国際的協調が国内均

衡と国際均衡の同時達成のためのポリノーミソ クスかとられるようにな ったこ

とによる 。すなわち雇用と物価安定を同時に達成するような国民総生産の実現

である国内均衡と ，適正な為替 レートによって国際収支を均衡させる国際均衡

の同時達成という外的条件のもとで，マクロ 経済の安定とミクロ 経済の柔軟化

を調整する積極的調整政策としての財政 ・金融政策が採用される 。こうした経

済政策が，とくに規制緩和を主軸とすることで展開するのは，１９７０年代末から

１９８０年代初頭からのことであ った。こうしてこの時期は，１９７４ ・５年以降の低

成長期のなかで一つの階梯をなすものといえよう 。１９８０年代にはい ってのちも ，

国際的な緊張の緩和，相互依存の回復にみる基調の変化からすれは，その中葉

から新しい局面にはい ったというべきであろう 。

　以上のような時期についての認識は，現代の資本主義の経済政策が規制，規

制緩和，再規制をともな って展開することから，労働制度においても「改革」

がすすみ，この「改革」された労働制度の認識については，高成長期の労働制
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度を分析する理論枠で問題無しといえるかというと ，そこには疑問があるとい

う理解に関連している 。すなわち１９８０年代の労働制度分析の理論枠の明確な提

示が必要であり ，この新しい理論枠によっ てこそ，高成長期の労働制度の批判

的解明も可能となるということてある 。解明されなげれはならない問題は，高

成長期の労働制度をモデル型とし，それが崩れて労働者にとっ ていかに制度的

に規定された労働者状態が悪化したかということではない。課題は，今日の ，

そして低成長期の労働制度が，歴史的にもつ意味を明らかにすることである 。

　確認しておかねぼならない第２の点は，労働関係，労働基準，労使関係を制

度の問題としてとらえることの意味と ，それらを労働制度という総体として把

握したぼあいに，その制度分析の方法をどのように組み立てるかという点にか

かわる問題である 。

　労働関係，労働基準，労使関係を制度の問題としてとらえることは，それら

がすでに法律にもとづいて制度化されているというだけではない。制度化が拡

大していることと ，この拡大が行政運用の裁量のもとで進行しているという事

態が，今日の制度化を特徴づけていることである 。たとえば１９８１年７月２９日の

中央最低賃金審議会答申にもとづく現行産業別最低賃金の廃止および新産業別

最低賃金への転換は，最低賃金法の現行の規程によりながら行政的手順に従 っ

て， 審議会の場で転換をすすめられている 。この転換は，法の規程にもとづき ，

「一定の事業，職業又は地域」の行政による最低賃金の決定の仕方を，産業別

最低賃金については変えることである 。したが ってこの転換は，産業別最低賃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
金制度の運営の問題として処理されるものである 。しかしこの運営の在り方の

変更は，最低賃金制に　般的な賃金決定の労使交渉を補完することか期待され

ているもとで，それは制度そのものに重大な影響を及ぽすことになる 。

　ところで労使関係は，それが労使関係制度として成立するもとで，当事老関

係を労働関係として当事者概念および当事者関係を法律的に限定的に規定され
，

最低基準保障て補完された労使交渉を主たる内容として制度化された労使関係

となる 。こうした労使関係制度の組み立てが労使交渉の当事者の権利関係をど

のように規定するかということと ，その結果として賃金 ・労働条件等がどのよ
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うな水準で決まるかということのほかに，制度の運営の問題がある 。この制度

の運営の問題は，それが当事者の権利関係に影響し，賃金 ・労働条件等がどの

ような水準に決まるかにも関係することにおいて ，制度そのものの実質的な改

変につながることもありうる 。その意味で，制度の運営が，その制度のもとで

の制度化の拡大を目指すときには，この運営の問題は極めて重要なもとなる 。

　ここで注意を要することは，政治経済学上の概念と制度上の概念を厳密に区

別し，政治経済上の概念が制度上の概念へと転回するブ ロセスを明らかにする

ことの重要性にたいする理解である 。たとえば現代資本主義の雇用政策といわ

れるものについていえは，その内容は資本蓄積の条件であり結果でもある相対

的過剰人口の形成，その労働市場における賃金の　般的変動したかって資本蓄

積にたいする制御にある 。その意味では，雇用政策は失業政策でしかない。し

たが って雇用政策としてとりうる対策ないし措置は，労働力の流動と定着対策

および失業保障措置を主たる内容とし，労働市場におげる規制，規制緩和，再

規制による就労強制を雇用創出と称することなどの内容において失業対策は新

しい段階を画するものとな った。またこうした対策ないし措置をとおして ，失

業対策は雇用政策となる 。さらにいえば，これらの対策ないし措置が制度化さ

れていることから，相対的過剰人口の増大，現役労働者の不安定化をふくむ増

大を目的とする失業政策は，この制度を媒介として雇用政策へと転回する 。

　確認すべき第３の点は，労働制度の分析は政治経済学上いかなる内容をもつ

ものであるのか，という点についてである 。結論からいえば，労働力について

の価値法則の展開，すなわち商品交換がもっともすすむ資本制生産において剰

余価値生産を媒介にして展開する価値法則を取り扱うことである。労働制度は ，

価値法則の展開を規定するという内容において，　般的規定とともに形態規定

つまり資本主義の労働制度としての性格規定をうけることを可能にするように

なる 。

　以上の点を確認したうえで，本論にはいることにしよう 。

　　１）　ケイソズ的完全雇用政策において，雇用水準が高くなれぱなるほどその効果は

　　　逆に小さくなる 。しかしこの政策が随伴するインフレは，なお加速される 。フリ
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　一ドマン的にいえぼ，自然失業率より低い失業率を維持しようとする 。すなわち

　高い雇用水準を維持するための金融緩和は，インフレ を昂進させ，それにともな

　う賃金騰貴がおきる 。財政政策による総需要への影響は必ずしも充分でなく ，需

　要の減退にともな って結局失業を増加させる 。

２）改定最低賃金法によっ て審議会方式がとられるようにな って ，特定業種ごとの

　最低賃金カミいくつかの業種カミまとまっ た産業別最低賃金へと拡大した（小粥義朗

　『最低賃金制の新たな展開』 ，日本労働協会，１９８７年 ，１２２べ 一ジ）。 それとともに

　最低賃金制の在り方そのものが，労働大臣の諮問にもとづいて中央最低賃金審議

　会で審議されてきた 。

　　また今回の新しい産業別最低賃金への転換にあた って ，「行政としては，直接

　のイニシアティブをとるのではなく ，むしろ労使間での話し合いが行われている

　時にその円滑な進展を援助するなどの側面的協力がその役割の中心」だとしつつ
，

　「現行産業別最低賃金については，昭和６３年度までに整理を行って新しい産業別

　最低賃金への道筋をつけていくこととされているため，審議会を通じてその転換

　等に関する議論が行われるよう ，行政としても種 々の資料を用意しつつ，関係労

　使の話し合いが行われる環境づくりを進めているところであり ，これによっ て，

　現行産業別最低賃金からの転換等によっ て新しい産業別最低賃金の設定の可能性

　について ，十分な検討が行われることを期待」（労働省労働基準局賃金福祉部賃

　金課編『新産業別最低賃金ハノトフソク　　新産業別最低賃金制度の理解のため

　に　　』 ，企業通信杜，１９８７年，序）するとされている 。

２． 現段階の産業合進化とその分析枠組み

　（１）現段階の産業合理化の特徴

　産業合理化の現段階を規定する条件は，すでに述べたように１９８０年代にいち

だんと厳しい対立を深める世界市場において ，国家独占資本主義かすすめる規

制， 規制緩和，再規制による危機対応てある 。それは，資本の　般的本性に発

する日常的合理化すなわち経営合理化とは，区別される 。

　産業合理化の現段階を規定するうえで重要な条件が２つある 。まず第１に政

治・ 経済的条件であるが，それは対米従属下の産業構造調整であり ，この産業
　　　　　　　　　　　　１）
構造調整が国家独占的規制によっ てすすめる産業合理化であるということが

，
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その産業合理化の現段階を規定する基底的条件である 。したが ってこの産業合

理化は，いわゆる産業空洞化において集中的に表現される 。なお，経営合理化

は， 個別資本の競争に規定されるもので，その合理化は部門間，部門内におげ

る資本の競争に規定されて日常的てあるとともに個別的てある 。

　第２に，この経営合理化と区別される産業合理化は，恐慌とか戦争とかに規

定された合理化である 。恐慌を条件とすることは，世界市場を前提することで

あり ，世界市場における帝国主義的対立が戦争の危機をはらむということから

すれぱ，恐慌も戦争も世界市場の対立激化として総括的にとらえることができ

る。 もちろん世界市場という場でとらえられる資本は，杜会的資本の性格をも

ったものである 。なおこの問題は，全般的危機論に立つことには異論かあるか ，

世界市場の対立を基礎にしてとらえねばならない点については，反対ではない 。

いなそれは必要不可欠である 。

　世界市場におげる対立が，国家間の対立であるとともに杜会的総資本間の対

立であることにおいて ，この世界市場の対立を規定する歴史的条件か問題とな

る。 この世界市場の対立を規定する条件は，資本主義と杜会主義の両体制間の

対立，それに促迫された帝国主義的対立である 。そこでわが国の産業合理化の

現段階を規定する世界市場の条件は，具体的にはアメリカの世界支配体制とそ

の動揺であり ，したが ってこの産業合理化は，対米従属下の産業構造調整とい

う国家の方策のもとて杜会的総資本の問題としてすすめられるものてある。産

業合理化の現段階を規定する基底的条件を「資本主義の全般的危機」にもとめ

ることは，資本主義の発展段階から規定するのみで，特定の階梯ないし局面に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
おいて展開する産業合理化を理解出来ない。さらにそのことは，産業合理化の

特定の階梯ないし局面における特徴を明らかにしえないことになる 。この特徴

を明らかにしえないとすれぱ，たとえぱＭＥ（マィクロェレクトロニクス）合理

化が全般的危機にともなう産業合理化として超過搾取をもたらすことを明らか

にできても ，ＭＥＭＦ化が労働や労働組織にもたらす影響，それにともなう搾

取強化の特徴をもつことについて看過することになる 。

　つぎに産業合理化を杜会的総資本の視点でとらえることから，そこでは生産
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力の発展と停滞とが同時におきるという問題がとらえうることになる 。

　生産力の発展と停滞の同時存在は，産業合理化そのものの属性にもとづくも

のである 。産業合理化の不均等な進行という表現は，したが って不正確なもの

である 。不均衡に進むのは，経営合理化である 。生産力の発展と停滞が同時に

存在するという矛盾は，構造的内容をもっ て進行する資本蓄積としては矛盾す

るものではない。つまりそれは、内的矛盾の展開として説明しうるものである 。

したが ってこの発展と停滞の同時存在という矛盾は，外的矛盾にほかならない 。

　この生産力の発展と停滞の同時存在か資本蓄積の内的矛盾に発する以上は
，

この同時存在は資本蓄積とともに常に存在するものである 。産業合理化は，こ

の生産力の発展と停滞を大規模に進行させること ，いわぼ経済構造の変容をも

たらすということ ，その結果として超過搾取をもたらすところに特徴がある 。

また産業合理化の現段階では，生産力の発展と停滞はＭＥ化の進展とｒ産業

空洞化」とに具体的に規定されている 。

　ＭＥ化の進展は，生産力すなわち杜会的生産力にとっ て， いかなる意味をつ

げくわえるか 。

　杜会における生産において，労働力と生産手段という生産要素の総体が，杜

会の物質的生産諸力をなす。まだ労働力と生産手段の総合の仕方は，歴史的に

規定され，杜会の生産力となる 。ＭＥ化の進展は，労働力，生産手段，それら

の結合に何らかの影響をあたえるとして ，その影響が生産要素の総体に与えら

れるとしたら ，それが歴史的にもつ意味の検討がなされねぼならない。つまり

労働力と生産手段の結合の仕方におきる変化か，資本構成の変化，搾取の強化

方式に止どまり ，生産における杜会関係すなわち生産関係の変化に及ぼないと

いうことてあることの確認てある 。しかしこの資本構成の変化か，主体の側に

引き起こす問題は，杜会発展にとっ て欠かせぬ問題てある 。主体の側におきる

問題は，生産手段にたいする生きた労働の量とかかわ って ，搾取率や労働者の

等級制などによっ て規定される労働者数に示されるような剰余価値生産にもと

づく矛盾である 。ここでは超過搾取に付随する問題が，それである 。

　超過搾取は，労働市場の規制，規制緩和，再規制により ，生産手段にたいす
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る生きた労働の量と労働者数との間に介在する労働基準の下方変更によっ てお

きる 。この基準変更によっ て， 変更前の搾取率がより高められるという限りで ，

超過搾取と規定しうる 。なおこの基準変更は，労働市場の「柔軟化」，それを

意図する労働制度の「改革」によるものである 。なおこの点については，後述

する 。

　　１）「経済審議会経済構造調整特別部会報告　　構造調整の指針　　」（１９８７年４

　　　月）いわゆる新 ・前川 レポートによれぱ，構造調整の当面の行動指針として ，規

　　　制緩和等，財政の活用，住宅 ・土地対策 ・杜会資本整備，製品輸入の促進，農産

　　　物自由化と食管制度改善，労働時間短縮，経済協力をあげている 。ｒ国内経済及

　　　び市場アクセスの両面における経済活動の規制緩和等の徹底を図るため，新しい

　　　体制による規制の抜本的見直し」，「市街化区域内のうちの宅地並み課税の運用強

　　　化，線引きの機動的見直し等による農地の宅地化の促進」 ，「食料品の内外価格差

　　　の縮小を目指した生産性向上と輸入政策の適切な運用」など，将来の産業構造の

　　　変化を予定した構造調整の施策かあげられている 。その内容は，規制，規制緩和 ，

　　　再規制として，まさに今日の国家独占的規制をなす 。

　　２）ｒ資本主義の全般的危機」論にたいし，ｒ科学的な定義の欠如」という批判，そ

　　　れが現状規定，情勢分析に与える欠陥が指摘されるようにな った（不破哲三

　　　 ｒ『資本主義の全般的危機』論の系譜と決算」 ，［前衛』 ，１９８７年１１月特大号，など）。

　　　　産業合理化の現段階を規定するには，「資本主義の全般的危機」論の暖昧さは

　　　許されない。その暖味さは，たとえば経営合理化と産業合理化の区別を不可能に

　　　する。また世界市場の対立が産業合理化の現段階を規定する場合に，その暖味さ

　　　は段階的特徴の規定条件をあまりにも単純化してしまう恐れがある。つまり「資

　　　本主義の全般的危機」論の論理構造のみによっ ては，段階的な特徴は明らかにし

　　　えないということである 。

　（２）産業合理化の到達点とその分析枠組み

　産業合理化にかんする理論的到達点は，０資本主義の全般的危機を前提とし ，

　独占資本の経済的側面での体制防衛運動であり ，　直接的には独占資本の高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
利潤を目的とした超過搾取の体系として把握する二とである 。

　産業合理化を規定する第１の条件は，危機論である 。「資本主義の全般的危

機」論を同１』提とすることの問題点については，既に触れたのでここでは繰り返

すことはしない。「資本主義の全般的危機」論を目１』提とすることに問題かある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１４４）
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にしても ，この前提か「危機」論に立っていることに問題かある訳てはない 。

「危機」論に立てばこそ，独占資本の「超過搾取の体系」としての産業合理化

をとらえうる 。「危機」論に立つことの積極的な意味は，国家独占資本主義論
　　　　　　　　　　　２）
を取り込むところにある 。これまでの産業合理化論は，新しい搾取形態を含む

超過搾取のしたが って超過搾取の体系という理解の中で，国家独占資本主義論

を踏まえている 。しかしこの国家独占資本主義論は，国家独占資本主義の危機

について必ずしも意識しているようには思われない。もちろん国家独占資本主

義の危機分析の理論的な進展が十分でなか ったこと ，またこの危機を示す現実

と理論との時期的なずれを考慮すれぼ，やむを得ない点もある 。

　国家独占資本主義論を基礎にすえるとしたら ，世界市場における対立を前提

としなけれぼならない。世界市場における対立は，たとえぼ恐慌とそれからの

脱出がブ ロック化や戦争にも至るほどに対立を深める過程で，独占資本主義が

国家独占資本主義に転回する帝国主義段階の対立として理解される必要がある 。

またい ったん成立した国家独占資本主義は，第二次世界大戦後も継続したが ，

この継続を条件づけた世界市場の対立は，どのように規定されねぼならないか 。

その規定条件は，恐慌とそれからの脱出としてのみ理解されうる訳にはいくま

い。 第二次世界大戦後のアメリカの世界支配体制のもとにおける市場対立，た

とえば「南北問題」として現れるような市場対立，日米の従属関係に規定され

た市場対立もその例であるが，それらがそこでの規定条件としては考慮されね

ぼなるまい。しかし両体制間の対立は，アメリカの世界支配体制の内部の弛緩

や緊縛を規定するとしても ，資本主義世界市場の対立を一面的に激化させるも

のとはいえない 。

　またアメリカの世界支配体制が，世界市場の自由市場化によっ てアメリカ独

占資本の版図を確保しようとするものであるならぼ，その体制に組み込まれた

諸国において ，国家独占資本主義の危機は，その自由市場化によっ て必然的に

発生するであろう 。独占資本にとっ て， 自由市場化のもとで高利潤の追求は ，

規制，規制緩和，再規制の要求を熾烈にする 。この熾烈な要求は，国家独占支

配にたいする私的独占資本の攻撃でもある 。こうしたなかで私的独占資本は ，
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世界市場の対立か激化するもとて顕在化する過剰蓄積の処理 ・資本減価をたと

えは国家独占におしつけるとともに，過剰蓄積の　般的な処理で遊離した貨幣

資本に利潤保障する金融的環境をつくりだそうとする 。

　以上のような国家独占資本主義の危機の発現を示す規制，規制緩和，再規制

が， 産業合理化を規定する第一の条件である 。この規定条件は，いわゆる産業

構造調整としての産業合理化であることを規定するとともに，国家独占資本主
　　　　　　　　　　　　　　　　３）
義の属性でもある労働者権利の抑圧を規定するものでもある 。

　産業構造調整ということは，「新 ・前川 レポート」では，「円高の下で市場 メ

カニスム を通じて進みつつある」とし ，調整後の産業構造は「成熟化が進む結

果， 第一次産業のウエートが極めて小さいものとなる 。他方，第三次産業とし

て一括されてきた広義のサ ービス産業部門が拡大し，経済に占める比率が高ま

るとともに，サ ービス業の中でも成熟した分野も現れてきている」とされてい

る。 産業構造調整は，つまるところ新しい物価体系の産業組織形成にほかなら

ない。この物価体系は，為替の変動相場制による国際価格と国内価格の自動調

整よりも ，変動相場制のもと為替の「安定」維持によって国際価格による国内

産業組織の変化を求める体系である 。しかもなおそこでは，独占資本に高利潤

を保障する価格体系の杜会的ないし国民経済的な形成が求められている 。した

かっ て先進資本主義諸国の間の国際的な協調介入によっ て為替 レートの安定か

望まれるとともに，物価体系の国民経済的性格か国際価格競争によっ て体系内

部に摩擦を乎ぶ可能性ももっ ている 。な抽構造調整後の産業構造についてその

産業組織的性格の実証的検討がなされねばならない。その場合に，物質的生産

のみでなく非物質的生産を含むことはもとより ，「金融資産化」が進行してい

る現状のもとで，金利に規定される部分を含む物価体系としての分析を必要と

するであろう 。しかしこの課題は，直接本稿が課題とするところではない 。

　労働者権利の抑圧は，後に述べる「労働市場の柔軟化」がつまるところ労働

基準の引き下げである 。労働者の権利保障が資本機能に制限を加えることを前

提に成立している資本主義のもとで ，この基準の引き下げは労働者の権利を抑

制することになる 。労働者権利の抑圧は，とくに労使関係と労働基準を軸にし
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ながら雇用保障，杜会保障など広い領域に及ぶ。しかもこの労働者権利の抑圧

は， 労使の交渉を契約関係を基礎において制度化していくことを軸にして労働

制度の「改革」を進めることにともなうものであ った 。

　この権利の抑制は，労使関係においては労働者の団結権よりも労働関係当事

老としての交渉権，端的にいえぼ契約当事者としての交渉権中心に労使関係の

制度化をすすめることである 。しかもそのことが，職場から労働組合活動を排

除するか，活動の場を限定する職場労使関係の実体化をすすめることになる 。

つまりそれは，フランスのオゥルー 労働改革のように制度化を現実化していく

ことになろう 。このオゥル ー労働改革では，企業のなかにおける労働者の権利

拡大がすすめられる 。しかし企業のなかで労働者に市民的自由の権利をあたえ

ることは，労働者参加として一面ては権利拡大てはあるか，他面ては公式の職

場組織としての労働者の組織化をもっ て労働組合の職場における活動の場を排

除しようとする限りで，団結権の制限になる（拙稿「産業合理化と労働改革」上 ，

『立命館経済学』第３５巻第２号参照）。

　労働基準における権利の抑制は，正規 ・非正規，典型 ・非典型という類型化

によっ て労働関係を構造化し，この構造化か基準の希釈化をすすめることても

たらされる（拙稿「労働基準再論」 ，『立命館経済学』第３７巻第４ ・５合併号参照）。 ま

た賃金に限 ってみても ，労働時問の「柔軟化」が賃金の時間単価改善につなが

らないか，時に引き下げ悪化させるとしたら ，それは労働者権利の抑制といわ

ねぼならない。賃金は現象形態として労働の対価である 。労働の対価は，労働

時間を基本単位として計算されており ，この労働の対価としての賃金の価額の

大小が，労働者の生活に直接むすびつくことによっ て， それは生存権の内容を

なす。この権利としての賃金は，労働力の価値によっ て直接表現されるもので

はなく ，労働の対価として表現されるものである 。労働の対価の価額を規定す

る労働時間が，労働日をめく“る階級闘争として労資間で争われることも ，権利

としての賃金カミ労働の対価であることによる 。

　現代の産業合理化を規定する第２の条件は，超過搾取と搾取形態である 。超

過搾取という規定は，何を基準として超過なのか，という問題がある 。この規
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定は，国民経済の理論として析出されうるものではない。すなわち超過搾取は ，

部門間，部門内の資本の競争に規定された相対的に高率の搾取ということでは

説明できない。搾取を剰余価値取得，搾取率を剰余価値率と理解すれば，個 々

の資本の剰余価値率の差は，市場を媒介にして成立する特別剰余価値以外の内

容ではありえない。超過搾取が特別剰余価値の取得だとすれば，それは市場競

争において一時的に成立するものであり ，したが って超過搾取は企業合理化の

目的にはなりえても ，産業合理化の目的としての規定条件とはなりえない。あ

るいは超過の基準を国際的な比較において局率である搾取というにしても同じ

である 。異なる点は，独占資本の植民地収奪による特別超過利潤の形成のよう

に， 独占資本主義か帝国主義へ転回する政治的関係の関与によっ て， 特別剰余

価値が特別超過利潤として特殊な内容を付加されるところにある 。剰余価値取

得， 剰余価値率のレベルでは，超過搾取という場合の超過の意味は明らかには

ならない。それは，賃金の国民的差異による価値法則修正の問題である 。

　超過搾取は，搾取の体系としてみれば，生産過程の搾取すなわち剰余価値の

取得ないし略取に止どまらず，流通過程はもとより独占資本の価格体系，公共

料金や各種拠出 ・負担金をも含めた物価体系のもとで広く搾取されるところに ，

その特徴がある。こうした点が明らかにされたところに，産業合理化論の到達

点があるが，この搾取の体系としての広がりをもっ て超過の意味とするとすれ

ば， 搾取形態に規定された搾取率の上昇が，超過搾取の内容となる 。しかし搾

取形態の規定は，国家独占資本主義ないしその危機と関連して論じられてきた

経過がある 。すなわちそこでは，搾取が直接賃金はもとより間接賃金を含めた

広がりをもつものとして，国家が搾取において重要な役割をはたす「搾取の今

日的形態」（フラソス共産党中央委員会経済部『エコノミー・ 工・ ポリティーク』誌 ，

大島雄一他訳『国家独占資本主義』上，新日本出版杜，１９７４年 ，２５０～２５１べ 一ジ）が論

じられてきた。それは国家独占資本主義の内容を説明したとしても ，産業合理

化を直接に説明するものではない。もしそうだとすれば，搾取形態から超過搾

取を説明し，産業合理化を規定することには留保が必要になる 。

　超過搾取を剰余価値，剰余価値取得のレベルでとらえようとすれば，市場の
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規制，規制緩和，再規制にかかわって搾取率の杜会的水準の変更から説明する

ほかに方法はないであろう 。搾取率したが って剰余価値率の杜会的水準の変更

であれぼ，もちろん労資の階級的対立の焦点となる 。なぜなら剰余価値率は ，

資本主義的生産様式においては，資本家と労働者との基本的関係を端的にあら

わすものであるからである 。また剰余価値率のこうした性格から ，剰余価値率

の杜会的水準は，労資の階級闘争の結果として資本機能の一定の制限のもとで

成立することも明らかである 。したが って剰余価値率の杜会的水準は，労働基

準にたいする規制をともなう 。この規制は，労働者にとっ て権利保障として存

在するものでもあるが，その規制が緩められるとしたら，それは剰余価値率の

杜会的水準を変更することであり ，剰余価値率は上昇することになる 。この上

昇こそ，超過搾取のもっとも基底的な部分にほかならない。また超過搾取の広

がりは，基底的な直接賃金部分のみでなく間接賃金部分をも含む搾取形態ない

し体系に規定されることはもとよりのことである 。

　第３の規定条件は，生産にたいする国家独占的規制が産業合理化を規定する

問題である 。それは「搾取方法そのものの技術化」といわれるものである（戸

木田嘉久『現代の合理化と労働運動』 ，労働旬報杜，１９６５年，９３～９５ぺ 一ジ）。 たとえ

ぼ労働基準にたいする規制緩和が搾取方法に与える影響は，超過搾取の基底的

な部分にかかわる問題てある 。この問題は直接的には労務管理にかんするもの

であるが，その解明には，労務管理の技術と組織の基礎にある工場における機

械と労働者の関係，この関係の展開が明らかにされる必要がある 。

　いま生産　般についての説明は省略するか，その正確な理解か，資本主義的

生産においてＭＥ技術が生産手段および生産手段と労働者の関係に与える影

響を検討する場合には必要である 。生産手段の所有から切り放された労働者は ，

資本家が所有する生産手段との関係において，労働手段を媒介にして労働対象

に働きかけ，その労働対象を必要な形態につくりかえる 。つくりかえられた労

働対象の所有は，資本家の手に帰する 。労働手段を媒介にして働きかけうる労

働対象は，物質的なものだけではなく ，いまやその範囲は著しく拡大した。そ

のなかでＭＥ技術の発展は，生産諸力の総体 システム 化を進展させた。この
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生産諸力のノステム 化が，資本蓄積に与える形態的特徴たとえは産業や労働の

組織形態の特徴を規定するという問題の解明が必要である 。

　生産諸力の総体のシステム 化， 別の言い方をすれば生産 システムの分析にあ

たっ ては，労働者と機械との関係とそこでの工程計画 ・作業設計なとを含む生

産の全面すなわちマソ ・マシン ・システム が対象とされねぱならない。このマ

ン・ マシン ・システムの発展 ・展開として ，機械と機械の関係を主軸としたす

なわち機械と機械の関係の中に工程計画や作業設計か移されたもとでの労働者

と機械の関係であるマシン／・ マシン ・システムはとらえられる 。このマシソ ・

マシン ・システムの分析は，角物加工用のマシニ１／グセンター あるいは軸物加

工用のター二：／グセソターとロ ポットないしパレットプー ルをもっ て構成され

る単位すなわちＦＭＣ（Ｈ・ｘ１ｂ１ｍ・・ｈｍｍｇ・・１１）を対象としてはじめられねはなら

ない。ＦＭＣを基礎単位とする生産 システムにおいて ，搾取の方法を明らかに

するために，労働者の仕事あるいは職務をもっ て作業組織の構造を労働者の等

級編制，それと結び付いた労働関係の階層編成（構造化）においてとらえねば

ならない。この作業組織の構造が明らかにされてこそ，労働基準の規制緩和に

よる超過搾取を説明しうることになる 。

１）『大月経済学辞典』の「資本主義的合理化」の項によれぱ，産業合理化の理論

　的枠組みは以上のとおりである（経済学辞典編集委員会編『大月経済学辞典』 ，

　大月書店，１９７９年，４０９ぺ 一ジ）。 この理論的枠組みは，戸木田嘉久氏の提起され

　たものと同じである 。

　　戸木田氏の産業合理化論では，産業合理化はｒ超過搾取の体系」であり ，ｒ資

　本主義の全般的危機の産物」とされている。ここでいう超過搾取とは，「これま

　で以上に超過利潤を手に入れるがためには，他の資本家との競争にうちかたねぱ

　ならない」ことからの帰結とされる 。しかし競争は超過利潤を解消して利潤の平

　均化をもたらすものである 。超過利潤は，競争の目的としては重要だが，理論的

　には市場価値と個別的価値との関係，土地所有に規定された超過利潤の地代への

　転化以上の内容はない。また「超過搾取の体系化された諸方法」というときの

　ｒ体系化」は，国家政策の関与，ｒその資本主義国の発展の歴史的な諸条件やそれ

　ぞれの産業や企業の具体的な条件におうじて，『合理化』の実施方法はちが って

　くる」とされる 。また「全般的危機」は「『合理化』の本質を規定する歴史的条

　件」とされるが，そこには独占資本の独占的高利潤の追求のもとで，「利潤率の
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　い っそうの低下」 ，「独占資本の停滞と腐朽傾向」「資本主義国のあいだの不均等

　発展と市場問題の激化」が含まれている 。さらに「搾取方法そのものの技術化」

　がとりあげられる 。わが国の「合理化」の「現段階」では，国家独占資本主義の

　役割が指摘されるが，その前提には，「全般的危機の新しい段階」の認識と ，「日

　本の独占資本主義を従属させ支配してきたアメリカ帝国主義の体制上の危機，日

　本の独占資本主義自体の深まる内部矛盾など」のからみあいが規定条件とされて

　いる（前掲『現代の合理化と労働運動』）。 なお『戸木田嘉久著作集』第２巻，賃

　金 ・合理化と労働運動（労働旬報杜，１９８９年）では，合理化の定義から全般的危

　機がはずされ，「資本主義の経済的諸矛盾の激化に対応する」とされている（同

　書，４９ぺ 一ジ）。

２）　 このばあいの「危機」は，いかに理解されるかの問題がある 。現代の危機を ，

　「国際的諸機構によっ て補強された（経済的）杜会構成体としての国家独占資本

　主義の危機を基礎としてこの体制的危機と ，一部杜会主義諸国の否定的影響によ

　っ て増幅された核戦争の危機に代表される人類生存の危機とが結合した，グ ロー

　バルな『複合危機』」とする理解がある 。こうした「複合危機」論は，国家独占

　資本主義論とりわげ国家独占資本主義の危機を踏まえているところに，「資本主

　義の全般的危機」論との違いがあるという（高内俊一・ 奥地正 ・山下健次 ・真田

　是 ・中原章雄編『８０年代日本の危機の構造』上，法律文化杜，１９８８年，２４べ 一

　ジ）。

３）　 レーニノ は， 『国家と革命』のなカて ，ｒ帝国主義　　銀行資本の時代，巨大な

　資本主義的独占体の時代，独占資本主義が国家独占資本主義へ成長転化する時

　代」としてとらえ，この時期に「プ ロレタリアートにたいする弾圧の強化と関連

　して ，『国家機構』の異常な強化，国家機構の官僚的および軍事的機関の前代未

　聞の拡大」が生じると述べている（レーニノｒ国家と革命」，邦訳『レーニン 全

　集』第２５巻，大月書店，４４２～４４３べ 一ジ）。

　（３）現段階の産業合理化か労働者に与える影響

　産業合理化が労働者に与える影響は，産業合理化が超過搾取であるというこ

とから ，労働制度の「改革」による労働基準の下方修正にもとづく影響として

とらえねぼならない。したが ってこの影響は，なによりも賃金と労働者権利の

２つの側面でとらえられねぼならない 。

　産業合理化が賃金に与える影響は，直接賃金および間接賃金のすべての領域

に及ぶものとしてとらえねぼならない。しかしその中心となるのは，直接賃金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１５１）
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にかかわる領域の問題である 。この領域の賃金の変動は，それか労働力の需給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
に規定される変動てあるかぎり ，労働力の部門間配分を規定するに過ぎない 。

　般的な賃金変動は，資本蓄積に規定され相対的過剰人口の基礎のうえに変動

しながら ，産業循環の局面転換に対応する産業予備軍の膨張 ・収縮によっ て規

定されている 。産業合理化にもとづく労働力移動は，個 々の資本の競争による

運動に規定されている 。しかし産業合理化にもとつく賃金の　般的変動は，こ

の労働力移動だけでは不十分な理解となる。なぜならこの需給関係による賃金

変動では，超過搾取したが って剰余価値率の変動にもとづくものとしての賃金

変動は理解されないからである 。産業合理化にもとづく労働力移動は，個 々の

資本の競争によるもので，労働力の需給関係にもとづく賃金変動を媒介にする 。

この労働力移動は，現役労働者の搾取強化にもとづく予備軍労働者の増加とは

別の問題である 。ただこの労働力移動に付け加わることは，配置転換，出向 ，

転籍，臨時，派遣，バートなど雇用整理，雇用就業形態とかかわる賃金支払形

態に規定された賃金変動の問題が含まれることである 。

　労働力の価格変動とは別に，資本蓄積にもとつく賃金変動，剰余価値量の変

動にもとつくものとしての賃金変動を含む賃金の　般的運動は，労働市場にお

げる相対的過剰人口の相対的な大きな増減なしにはありえないが，それは相対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
的過剰人口の増減か蓄積に規定されているからである。したかって産業合理化

にもとづく賃金変動は，剰余価値率の上昇と予備軍労働者の増加とに規定され

る。 またこの賃金変動は，剰余価値率の上昇にもとづくことにより ，たとえ労

働の価額が上昇することがあ っても基本的には下落を内容とするものである 。

このように剰余価値率との関係から相対的賃金がもつ意味は重要であり ，とく

に労働生産性の上昇に賃金の上昇が及はないことか普通てある産業合理化のも

とではい っそう重要である 。労働の価額が上昇するにもかかわらず相対的賃金

か下落することは，労働時間の延長であれ労働密度の引き上げであれ生涯賃金

を介して労働考に与える影響からすれば，労働者にとってゆるがせにできない

不等価交換である 。また産業合理化にもとづく産業予備軍の増加は，過剰人口

の遊離つまり失業が現役労働者の搾取強化にもとづくものであるとともに，そ
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の増加のかなりの部分が不安定な雇用就業形態での現役労働者であることを内

容としている 。とくに現代の資本主義ては，不安定な雇用就業形態ての現役労

働者の増加に特徴がある 。この不安定な雇用就業形態での現役労働者は，労働

基準の法 ・制度上の暖昧化によっ て促進される 。

　不安定な雇用就業形態の現役労働者は，産業予備軍の累進的増加に付随する
　　　　　３）
ものである 。またこの不安定な現役労働者は，もともと相対的過剰人口の流動
　　　　　　　　　　４）
的形態のもとで発生し，したか って女子，若年，中　高齢労働者とともに存在

する流動的形態が，滞留的形態で現役労働軍に混在するものとして存在させら

れることから生じる 。すなわち現代の資本主義に特有の増大する不安定な雇用

就業形態の労働者は，過剰人口の流動的形態が制度的に固定化されそれに支え

られて滞留的形態をとることにある 。別の表現をとれば，今日的には労働力の

流動化が過剰人口の利用を拡大し，そのことによっ て産業予備軍の累積的増大

を推し進めるということである 。

　相対的過剰人口の種 々の存在形態に規定されて ，長い労働時間，最低の賃金 ，

「労働者世代の急速な交替」，予備軍か現役労働者軍に比へますます大きくなる

につれて増加する「固定した過剰人口」等として ，労働者の貧困化はすすむ 。

なお，生産手段をもたないことによる絶対的貧困か生活上で表現する貧困をみ

るときには，衣 ・食 ・住の３要素を指漂とする必要があるが，それは今日的特

徴のもとでとらえるべきで，たとえぼ家族総働きによる女子の労働力化が労働

者家庭の食生活に即席，外食食品に依存を強めることで，栄養上のバラ１■ス 破

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
壊をもたらしがちになるというのもその例である 。

　産業合理化か労働者に与える影響は，「ますます増大する生産手段量か，杜

会的労働の生産性の増進のおかげで，ますますひとく減 って行く人力支出によ

って動かされうるという法則」（前掲『資本論』第１巻第７篇第２３章第４節，８３９べ

一ジ）によっ て， 労働考が自分たちの雇用手段に加える圧力はそれだけ大きく

なり ，労働者が資本の自己増殖のために自分の力を売るという生存条件はます

ます不安定になることにある 。ついで産業合理化が，相対的剰余価値の生産で

ある限りにおいて ，労働者の「部分人間」化，機械への従属，労働の苦痛によ

　　　　　　　　　　　　　　　　（１５３）
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る労働内容の破壊，労働過程の精神的な諸力からの疎外，労働過程での狭量陰

険な専制への屈服，生活時間の労働時間への転化，労働者か妻子を資本の専制

下に投げ込まされることなとか生じる。資本蓄積の進行は，受け取る支払いの

高低にかかわらず，労働者の状態を悪化させる 。産業合理化が労働者に与える

影響の特徴は，生産諸力とそれらのあいだの関係におげる特質からくる 。この

特質は，機械化の発展段階とそれにみあう生産諸力とそれらのあいだの関係を

基礎にしつつ，超過搾取を可能にするため労働基準を規定する制度の変更にも

とづく形態的な特徴でとらえられたものである 。

　さらに産業合理化の労働者への影響を労働者の階級的状態としてみれば，労

働現場に限定されず，都市問題として総括された影響と理解する必要がある 。

都市問題として総括された貧困こそ，労働者階級の生活状態である 。この問題

については，別個の分析を必要とする 。したが って本稿では，立ぢ入ることは

できなし ・。

　また労働者の階級的状態は，労働運動の発展に示される労働者階級の成熟を

も含む。この問題についても ，本稿では，つぎの点を指摘するにとどめる 。す

なわち産業合理化は，それが労働基準の変更を迫るものである限り ，この変更

は労使関係制度が一定の「改革」がなされるべきか否かの選択を提起するもの

となる 。そうだとすれば，労使関係制度の枠の中の労働組合という位置そのも

のに動揺が生じる 。この動揺は，労働組合運動の発展と停滞 ・後退の分岐点と

なる 。その場合の労働組合運動の発展は，杜会諸運動の統一戦線運動を環とす

る高揚に規定されている 。なおこれらの問題については，後述する 。

　　 １）「一つの特殊な生産部面の労働市場の局部的な変動」は，「資本の欲求の変化に

　　　応じて資本のいろいろな投下部面に労働者人口が配分されるという現象」を規定

　　　するものに過ぎない（マルクス『資本論』第１巻第７篇第２３章第３節，大内兵衛

　　　　・細川嘉六監訳『マルクス：エソゲルス 全集』第２３巻第２分冊，大月書店，１９６５

　　　年，８３２べ 一ジ）。

　　 ２）ｒだいたいにおいて労賃の　般的な運動は，ただ，産業循環の局面変転に対応

　　　する産業予備軍の膨張 ・収縮によっ て規制されているだけである 。だから ，それ

　　　は，労働者人口の絶対数の運動によっ て規定されているのではなく ，労働者階級

　　　が現役軍と予備軍とに分かれる割合の変動によっ て， 過剰人口の相対的た大きさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１５４）
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　の増減によって ，過剰人口が吸収されたり再び遊離されたりする程度によっ て，

　規定されているのである」（前掲『資本論』第１巻第７篇第２３章第３節，８３０べ 一

　ジ）。

３）ｒ相対的過剰人口は，考えられるかぎりあらゆる色合いで存在する 。どの労働

　者も ，彼が半分しか就業していないとか，またはまっ たく就業していない期間は ，

　相対的過剰人口に属する」（前掲『資本論』第１巻第７篇第２３章第４節，８３５ぺ 一

　ジ）。

４）すなわち「近代産業の中心　　工場やマニ ファクチ ュアや精錬所や鉱山なと

　　　では，労働者はときにはじき出され，ときにはい っそう大量に再び引き寄せ

　られて ，生産規模にたいする割合では絶えず減って行きながらも ，だいたいにお

　いて就業者の数は増加する 。この場合には過剰人口は流動的な形態で存在する」

　（前掲『資本論』第１巻第７篇第２３章第４節，８３５ぺ 一ジ）。

５）労働者の生活状態については，過剰人口の種 々の存在彩態とのかかわりで解明

　することが必要である 。したが って不安定な雇用の労働者について ，とくに情報

　化の進展を可能にした技術革新が，生産の集積にあたえる影響のもとで，機械化

　の進展，分業と労働組織の展開などをもとに，具体的に解明される必要がある 。

３． 現段階の産業合理化と労働制度

　（１）労働市場の「柔軟化」のための規制緩和

　労働市場の「柔軟化」は，産業構造の「調整」に対応するための積極的労働

力政策の継承にほかならない。労働力の需給に応じて市場の価格（賃金）が変

動し ，市場の価格（賃金）の変動に応じて労働力の需給が変動するような労働

市場，すなわち「賃金の柔軟性」を充たすことか労働市場の「柔軟性」てある 。

したが ってこの労働市場の「柔軟性」は，労働力の移動を促進することに狙い

がある 。労働力の移動は，賃金変動による労働力の移動　配分という　般的な

ところにその意味があるのではない。超過搾取を追求する産業合理化では，そ

の意味は相対的過剰人口の流動的形態の拡大，しかも滞留的形態の利用による

過剰人口の累積 ・増大か，すなわち不安定雇用の労働者か増加することを含む

失業の拡大が，「賃金の柔軟性」を追求するための労働市場の「柔軟性」の内

（１５５）
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容である 。したが って「賃金の柔軟性」は，労働市場の「柔軟性」としては ，

（１）労働市場への参入 ・退出，（２）外部労働市場（とくに地域間，企業間の移動） ，（３）

内部労働市場の雇用調整が問題とされる（雇用職業研究所労働問題リサ ーチセノ

ター『国際視点からみた我が国労働市場の柔軟性に関する調査研究』 ，１９８６年，３７べ 一

ジ）。 労働市場への参入 ・退出は，産業予備軍の累積の問題が多様な雇用 ・就

業の形態を含む雇用 ・失業の量的伸縮性（「縁辺労働力」とその非労働力化）とし

て把握され，その伸縮性は女子の高学歴化やいわゆる均等法によっ て阻害され

るという 。外部労働市場の伸縮性は，資本による労働力の牽引と反発，相対的

過剰人口の形成を基盤とする賃金の　般的変動の問題か，労働市場における賃

金変動による労働力の部門間 ・地域間配分として把握され，低い労働移動率と

下降移動の失業構造（失業頻度と失業期間）が外部労働市場の資源配分機能の弱

さとしてとらえられる 。さらに内部労働市場の伸縮性は，資本蓄積にともなう

相対的過剰人口の存在形態の存在が雇用調整（残業規制，中途採用の中止 ・停止
，

配置転換 ・出向 ・希望退職者の募集 ・解雇）として把握されている 。こうして ，雇

用調整給付金が雇用調整速度を高くしているという（同上書，第２章参照）。

　労働市場の「柔軟性」か労働力の移動を促進することを狙いとすることから

は，一方で雇用政策の上での対応か問題として取り上げられねはならない。本

来は，解雇規制の緩和が労働市場の「柔軟性」にとっ てもっとも重要であるが ，

それは労働時間短縮と弾力化，雇用延長等の労働基準のうえでの規制と規制緩

和とともに，労働市場の「柔軟性」に深くかかわる。他方で労働関係の是正に

発する労便関係の「変質」，労働関係を契約的性格へ傾斜させることによる労

使関係の「変質」の問題が取り上げられねばならない。前者は，労働市場の

「柔軟性」が積極的労働力政策の継承ということから生じるものであり ，後者

は， この継承が超過搾取のための労使関係の一定の変更を条件とすることから

生じるものである 。

　そこでまず労働市場の「柔軟性」のための雇用政策上の対応についての検討

から始めよう 。

　０ＥＣＤの労働力杜会問題委員会のもとの雇用作業部会の検討の中では，労
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働力移動率の水準と雇用拡大の間にはなんら直接的な関係がないこと ，長期勤

続が新規雇用をせばめ，労働市場を「基幹労働力」と「縁辺労働力」に分断す

ること ，長期的には労働力移動率の低下が経済成長の鈍化により起こり ，それ

か労働市場の「柔軟化」の低下をもたらしているとい っている 。また労働移動

は構造変化にともなう産業調整を容別こするともいう（笹鳥芳雄「『労働市場の

柔軟性』に関するＯＥＣＤ会議」 ，労働省広報室編『労働時報』１９８６．６月号参照）。 わ

が国では，第６次雇用基本計画（１９８８年６月１７日閣議決定）が，「構造調整期に

おいて雇用の安定を確保し ，これを基盤としたゆとりある職業生活の実現を目

指すこと」を課題とし ，つぎのような事項を柱として雇用対策を展開するもの

としている 。０経済構造転換下における雇用の安定。　国際化の進展と外国人

労働者問題への対応。　本格的な高齢杜会の到来への対応。＠女子労働者の増

大への対応。　特別な配慮を必要とする人達への対策の充実。＠労働力需給調

整機能の強化。の生涯職業能力開発の推進。＠労働時間短縮等雇用を取り巻く

環境の整備。このような基本方針にもとづき ，雇用政策は産業，地域，高齢者

を対象とした雇用対策の総合化のプ ロジ ェクトが，その中心とな っている 。特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法（１９８３年法律第３９号）で

は， 廃止期限の延長による事業主への各種助成金支給と離職者への求職者手帳

の発給 ・雇用保険給付等の個別延長支給 ・職業転換給付金支給。特定業種 ・地

域・ 高年齢者を対象とする職業転換のための職入能力開発事業か設けられた 。

これら雇用安定事業は，失業防止を目的とするとして雇用保険事業の一環とさ

れ， その資金を賄うために労働保険特別会計の雇用勘定に雇用安定資金が設け

られている 。また地域雇用対策は，地域雇用開発を中心においている 。１９８７年

４月１日から施行された地域雇用開発等促進法（１９８７年法律第２３号）にもとづき
，

雇用状勢の厳しい地域を雇用開発促進地域，特定雇用開発促進地域，緊急雇用

安定地域に指定して ，地域雇用開発を中心にした総合的な地域雇用対策を推進

するものとしている 。ここでもその中心は助成金による誘導である 。地域雇用

開発助成金制度は，雇用保険法にもとつく雇用改善事業の一環として ，１９８７年

に創設された。高齢化の進展にたいする雇用就業対策は，１９７１年の高年齢者等

　　　　　　　　　　　　　　　　（１５７）
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の雇用の安定等に関する法律（法律６８号）にもとづき ，６０才定年を基礎として

６０才代前半層を対象とする 。この雇用就業対策においても ，助成金と能力再開

発訓練，それに加えて臨時 ・短期的な就業機会の提供が中心をなしている（労

働省編『グラフでみる労働事情』（平成元年度版），労働基準調査会，１９８９年参照）。

　雇用政策における労働市場の「柔軟性」は，このように産業 ・地域 ・年齢間

の労働力需給のミスマッ チを是正することで雇用の確保をはかる構造的雇用創

出対策か，高年齢者，女子，外国人を対象として ，多様かつ柔軟な雇用就業形

態による雇用確保であるところに示されている 。したか って多様かつ柔軟な雇

用就業形態を可能にするための法 ・制度の改革，行政運用が進められる 。労働

市場の整備は，雇用情報提供機能の強化を軸として展開されてきた。そこでは

職業情報の整備，総合的雇用情報システムの開発，公共職業安定所の情報提供

機能の強化が，労働市場センター（１９６４年設置）の機能とともに進んだ。労働

力需給のミスマヅチの解消を図るために，国か行う労働力需給調整機能はもと

より民営職業紹介事業，労働者派遣事業等民間の労働力需給調整 ！ステムの必

要性が主張されるようにな った。職業安定行政は，サ ービス 行政としての性格

を強め，情報提供に傾斜して ，労働者募集方法に対する規制が緩和されてきて

し・ る。

　労働市場の規制緩和は，雇用政策の領域では直接には労働者募集方法の規制

緩和である。しかしその基盤には，離職者の雇用保険需給締め付け，就業促進

がある 。このように現代の資本主義における流動と定着の労働力政策では，不

安定な雇用労働者を含む相対的過剰人口の累積が，その中心的な内容をなすの

である 。そこで不安定な雇用労働者の増加か可能となるための規制緩和の問題

が取り上げられねぱならない 。

　つぎに労働基準にかんする規制緩和の問題であるが，解雇規制についていえ

ば， 我が国の場合，雇用保障条項にかんする規制は，たとえぱ西ドイツなどに

比へて極めて少ない。終身雇用の慣行はあ っても ，公的規制はないにひとしい 。

公的規制がないにひとしいことが，終身雇用の慣行が存在するにもかかわらず ，

雇用調整速度を早めている 。雇用延長にしても ，行政指導にたいして使用者側
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の反発は強く ，補給金による誘導の範囲にとじこめられることになる。労働時

間の短縮は，法的基準の改善が労働時間制についての弾力化と組み合わされる 。

完全週休２日制に相当する週４０時間労働制と年間総実労働時間１，８００時間程度

の実現を目標としている 。しかしその労働時間短縮の取り組みは，労使の自主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
的取り組みに任せられていて ，その実現が完全に保証されているわげではない 。

　　１）現行法までの経緯は，特定不況業種離職者臨時措置法（１９７７年法律第９５号）
，

　　　特定不況地域離職者臨時措置法（１９７８年）の公布，施行（１９８３年６月３０日まで）。

　　　１９７９年１２月特定不況業種離職者臨時措置法の有効期限を１９８３年６月３０日まで延長
。

　　　１９８３年５月特定不況業種 ・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措

　　　置法（１９８３年法律第３９号）（廃止期限５年間）公布，１９８７年地域雇用開発促進法

　　　公布，施行。特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関すると特別措置法に改称 。

　　２）労働時間の短縮は，労働基準法の労働法制の「改革」による短縮とともに，行

　　　政的誘導によっ て実現が図られる 。こうして１９８８年３月に，あらたな「労働時間

　　　短縮計画」が策定された。しかし行政的誘導による労働時間の短縮は，使用者側

　　　の反発が強く ，その取り組みは，改正基準法の円滑な施行，労使の自主努力にた

　　　いする指導，援助，国民的 コソセソサスの形成，金融機関，公務員等の週休２日

　　　制の推進，自由時間の活用のための環境整備におかれている（労働省編『労働時

　　　間短縮計画　　活力あるゆとり創造杜会の実現をめさして　　』 ，１９８８年，８～

　　　１０べ 一ジ）。

　（２）労働関係の構造化と労使関係

　１９８７年に創立４０周年を迎えた労働省は，「新労働省宣言」（勤労考生活の豊かさ

を求めて）を発表した。この宣言の中で，労使関係について「労使間の十分な

意思疎通を図り ，安定した労使関係の維持 ・確立を目指す」とい っている 。

「安定した労使関係」は，労使関係の制度化によっ て保証されるものとして政

策展開されてきている 。この労使関係の制度化は，労働考と使用考とを当事者

とする労働関係を，契約関係に重点をおいてとらえる 。それは，そこで結ぽれ

る労働契約を「誠実配慮の関係」，「組織的労働性」（組織的労働の基準と規律）
，

「契約内容の白地性と弾力性」，「労働者の従属性」の諸特徴でとらえ，従属的

労働関係の法的規制を後退させることである 。労働関係におけるこのような契

約性重視は，「労働者の従属性」と「企業秩序定立権」および使用考の配慮義
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務にたいする労働者の忠実義務とか抱き合わされることである（菅野和夫『労

働渕法律学講座双書，弘文堂，１９８５年，６０～６１へ 一ソ）。 労働関係の契約性重視は ，

派遣労働者，パートタイマー等を非典型 ・非正規の労働者として法的に承認し ，

その契約条件の明確化をもっ てこれらの非典型 ・非正規の労働者の労働関係に

おける契約性を保証しようとするものである 。

　労働関係の一方の当事者である労働者，労働契約の当事者としての労働者に

あたえられる権利は，職場ないし労働現場において保障される市民的権利であ

る。 この権利の保障が法律的に保障されることが進めば，職場ないし労働現場

におげる労働組合の関与 ・介入はおよそ不要なものとして排除される 。個別的

労働関係の契約性か法的に保障され，「労働者の従属性」か「企業秩序定立権」

および労働者の忠実義務にたいする使用者の配慮義務と抱き合わされるもとで

は， 個別的労働関係の「労働者の従属性」を団体交渉と労働協約で，したが っ

て集団的労働関係によって保障する必要は薄れることにもなる 。このような個

別的労働関係においては，労働契約の法的保障が重要になるが，この保障は契

約条件の明確化と契約条件の法的基準化が内容とされる 。契約条件の明確化は ，

個別労働関係の問題であり ，契約条件の法的基準化は，団体的労働関係の問題

とされる 。個別的労働関係と機能分担された団体的労働関係では，個別的労働

関係と補完関係にあ った集団的労働関係とは違って ，団結権はその重要性を低

下させる 。労働契約条件の保障は法的に保障され，団体交渉と労働筋約による

保障はその必要性を喪失させられるし，団体交渉と労働協約は契約条件の法的

基準化のためのものとなるので ，法的整備とともに団結権は国家機構に包含さ

れるが，企業 ・職場 レベルの労便関係ではその重要性を低下させる 。

　個別的労働関係において，労働契約条件の法的保障したが って労働条件の

「明確化」は，複雑な労働関係の整理を必要とし，労働関係を典型 ・非典型 ，

正規 ・非正規に類型化して現実の複雑な労働関係をそのまま追認することにな

った。こうした労働関係の構造化は，労働基準の法的基準の保障にも構造化を

ひきおこすことになる 。また団体交渉と労働協約の制肘を受けずにすむとした

ら， 個別的労働関係においては，使用者は生産性向上の取り組みが楽になり ，
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産業合理化の展開も容易になる 。

　今日 ，産業合理化の進展のもとで，その就業者数増加，就業産業の全産業へ

の広がり ，基幹的労働者と変わらない職種および職務に従事するものの増加な

ど（白井晋太郎『パートタイム 労働の現状と労務管理』 ，労務行政研究所，１９８５年，第

１章参照），パートタイマーの役割はもはや臨時的，補助的位置にはなく ，恒常

的， 独自的なものとな ったとされる 。職務の内容からすれぼ，正規従業員とさ

れるべきにもかかわらず，雇用 ・就業形態の違いから労働関係の類型別の法的

保障によっ て制限的な権利しか享受できない。パートタイマー は， 解雇にたい

する制約がほとんどまっ たくないといえることから ，その利用を拡大させる制

度改革は，産業合理化を促進するための環境整備となる 。

　また労働契約関係からとらえられた労働関係は，労働市場において労使の当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
事者の自主交渉 ・自主決定を重視することと結合している 。そこで個別的労働

関係における労働契約条件の法的保障についても ，法的基準の適用にあた って ，

労働協約による一定の裁量の余地を与えようとしている 。すなわち団体的労働

関係は，労働協約の締結はもとより ，労働協約を拡張しその拡張に法的効力を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
与える（法律化）という機能に沿うものである 。この団体的労働関係の機能が ，

個別的労働関係の法的規制において ，労働協約が法的基準の適用に裁量の余地

を与えることになる 。

　労働契約関係としての個別的労働関係と労働協約の締結 ・拡張 ・法律化の機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
能をもつことで国家機構に属する団体的労働関係とを，ともに含む労使関係か

形成される 。この労使関係は，個別的労働関係を補完する集団的労働関係を内

容とするこれまでの労使関係とは，大きく異なる 。こうした労働契約重視の労

働制度は，これまでの労働制度を国家機構に包摂することになる 。労使間のル

ールとしての労働制度は，国家機構に組み込まれてそのルー ルは杜会国家のル

ールに転化させられることにもなる 。これが今日進行している労働制度「改

革」の意義である 。

　杜会国家の労働制度においては，労使関係の制度化がさらに進むとともに ，

その制度の意味に変化がおきることは，すでに述べてきたとおりである 。労使
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関係の制度化がさらに進むというのは，とくに職場の労使関係の制度化が進む

ということである 。職場労使関係の制度化は，第一期のミッ テラン政権の下で

いわゆるオゥルー 法が狙ったものであ った。産業合理化のために職場の労使関

係のルー ルから ，労働組合の関与 ・介入を排除するには，職場労使関係の当事

者である労働者に市民的権利を付与する他に道はなか った。労働者に「意志表

示の権利」を認め，グループ化をすすめ職場に労働組合の介入なしの労働の新

しいルールを形成しようとする狙いが，労働者に企業の中で市民的権利を与え

ることにな った。この場合とくにＦＭＳ（Ｈ・ｘ１ｂ１・ｍ・ｎｕｆ・・ｔｕ・ｍｇ・ｙ・ｔ・ｍ）化が進

んだ職場では，職務（ｊｏｂ）の連鎖が コンピ ュータを媒介にして成立し，した

がっ て熟練の体系による労働者組織は成立しない。そこに存在するのは，個 々

の職務を担う複数の労働者であり ，それを集団となすために，職務マニ アル

化（職務の明確化 ・標準化）の他方で，服務規律と労働者相互の コミュニケーシ

ョンが持ち込まれる 。職場（ｗ０・ｋ・ｈｏｐ）は，熟練技能に制約されずに職務編成

方法の選択が可能な職場へと性格変化をおこした。このような性格変化した職

場ではあらためて集団化が必要とされ，その集団化を資本の側が主導する コミ

ュニケーションが持ち込まれる 。そこでの集団では，労働契約関係の当事者と

して市民的権利を認められ，したがって労働組合員としての権利，あるいは労

働組合の介入の権利は拒否される 。もし労働組合員としての権利主張ないし労

働組合の介入がなされると ，弾圧の対象とされる 。こうして職場に，抑圧され

る労働者の中からリベルテ（職場における労働者の自由）の声が強く高くわきお

こることになる 。また職場を労働契約関係を軸に把握したとき ，職場は多様か

つ複数の労働関係から成り立ち，職場が複合的職場となるが，分断された労働

市場を内包するこうした複合的職場を承認することは，労働関係の構造化を認

めるものである 。この労働関係の構造化は，労働契約関係の類型化にもとづく

労働基準の法的基準の格差的規制をもたらすものである 。以上のような市民的

権利と複合的職場の承認は，職場労使関係の制度化の内容であり ，またこれら

の承認は労使関係の制度化を労働契約を軸として進めることに他ならない 。

　労働契約関係から整理された個別的労働関係と団体的労働関係の新たな関連

　　　　　　　　　　　　　　　　（１６２）



　　　　　　　　　産業合理化の現段階と労働組合（上）（三好）　　　　　　　　２７

は， 労使関係の制度化をもたらすが，そこでの労使関係のルールは，労働契約

関係を軸として整理されることから ，労使間のルーノレ としてこれまでとは異な

るものとなる 。その主要な違いは，法的基準規制の緩和にある 。労働基準保障

における国家責任の後退は，国家による公的規制にかわる自主規制の強化を求

めさせる 。労使間の白主規制が保障する労働基準は，競争的 ・格差的である 。

それぼかりか労使による労働基準の自主規制と保障は，公的規制にかわる保障

として制度化され杜会的性格を与えられる 。労使関係のルールは，こうして労

使関係の制度化によって ，杜会的ルールとして承認される 。このルールは，ま

さに杜会国家のルールとなる 。

　「健全な労働組合の発展と安定した労使関係の確立」は，労使関係の制度化

を一段とおしすすめるものであり ，杜会国家の機構に包摂された労働制度への

転回をなすものである 。このような労働制度のもとで，労働組合は，個別的労

働関係と団体的労働関係との一 重構造のもとて成立する労使関係において ，そ

の機能ないし役割を把握されなけれはならない。こうした把握は，労働組合を

団体的労働関係の当事者としてその機能ないし役割をとらえることであり ，労

使関係の制度化が一段と進むもとでの労働組合の機能ないし役割を明らかにす

ることになる 。しかしそこで明らかにされるのは，制度化された労使関係のも

とでの労働組合の機能である 。したが ってこの労働組合の機能から ，労働組合

運動の課題と運動の方向を直接導き出してはならない。労働組合の課題と運動

の方向は，その機能の批判により導き出されるべきものである 。またその機能

のもとて ，課題を示唆し運動の発展を方向つげる重要な明牙か見いだされる 。

労使関係の制度化のもとで，労働組合の機能とは別に労働運動の階級的発展の

明牙か生みだされ，したか ってそこての指導の在り方か問われることになる 。

　　１）政府の労政行政の基本方針は，「健全な労働組合運動の発展と安定した労使関

　　　係の確立」を目指し ，そのために労使間の自主交渉と自主的解決とを求められて

　　　いる（前掲『グラフでみる労働事情』平成元年版，３６５べ 一ジ）。

　　２）現在進行している新産業別最低賃金への移行において ，協約による新産業別最

　　　低賃金の設定は，まさに団体的労働関係の労働協約の拡張とその法律化の機能を

　　　示している 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１６３）



２８　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第２号）

　３）団体的労働関係のこうした機能ないし役割において，いわゆるネオ ・コーポラ

　　ティズムの成立に向かうものといえよう 。この点については，なお詳しい検討が

　　必要である 。

（１６４）


